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定款の一部変更並びに資本金及び資本準備金の額の減少（減資）に関するお知らせ 

 

当社は、2026年2月26日開催の取締役会において、2026年3月27日開催予定の株主総会に定款の一部

変更並びに資本金及び資本準備金の額の減少（減資）について付議することを決議しましたので、お

知らせいたします。 

 

記 

 

Ⅰ. 定款の変更 

　１. 変更の理由 

​ 　当社グループの業務効率化、事業内容の多角化、新規事業への進出に備えるため、現行定款

第２条（目的）につきまして、事業目的を追加するとともに、定款項目の整理をするものであ

ります。 

 

　２. 変更の内容 

（下線は変更部分） 

現行定款 定款案 

1.​ モバイルバッテリー及びバッテリースタン

ドのレンタル及び販売 

2.​ インターネット及びアプリケーションソフ

ト等を利用したシェアリングサービスに関

するプラットフォームの開発、提供及び運

営 

3.​ デジタルサイネージを利用した情報提供、

1.​ モバイルバッテリー及びバッテリースタン

ド等の充電に関連する製品のレンタル及び

販売 

2.​ シェアリングサービスの企画、開発、販

売、運営、管理及びコンサルティング 
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広告配信サービス及び広告代理業 

4.​ バッテリースタンドを利用した各種サービ

スの提供 

5.​ インターネットに関する総合コンサルティ

ング業務 

6.​ インターネットのコンテンツの企画、制

作、運営 

7.​ デジタルコンテンツの企画、制作、配信、

販売 

8.​ インターネット及びコンピュータ等の情報

処理端末機器を利用した情報処理サービス

業務、各種情報提供サービス業務 

9.​ インターネット等のオンラインを利用した

市場調査、宣伝及び広告等の受託 

10.​ インターネット等のネットワークシステム

を利用した通信販売業 

11.​ コンピューターシステムによる映像及び画

像の企画、製作、販売 

12.​ 印刷物の企画、デザイン、編集、製作 

13.​ 出版業、印刷業及び広告代理業 

14.​ グラフィックデザイン、コンピュータグラ

フィックの企画、制作 

15.​ イラストレーション、商業デザイン、パッ

ケージデザイン及びクラフトデザインの企

画、制作 

16.​ 写真、ビデオ等の映像の企画、撮影、編集 

3.​ プラットフォーム等のネットワークシステ

ムの企画、開発、運営、管理及びコンサル

ティング 

4.​ 各種データの計測、収集、管理及び販売並

びにAI技術を活用したサービスの企画、開

発、販売及び提供 

5.​ コンテンツの企画、制作、提供、販売及び

配信 

6.​ 商材及びコンテンツ販売等の代理業 

7.​ 労働者派遣事業及び有料職業紹介事業 

8.​ 前各号に附帯する一切の業務 

 



 

17.​ イベントの企画に関する業務 

18.​ 生成 AI を含む人工知能技術を活用した製

品、サービス、ソフトウェアの企画、設

計、開発、提供、運営及び保守業務 

19.​ 各種データの計測、収集、管理及び販売並

びにこれらを活用したサービスの提供 

20.​ 前各号に附帯する一切の業務 

 

　３. 定款変更の日程 

​ 定款変更のための株主総会開催日​ ​ 2026年3月27日 

​ 定款変更の効力発生日​​ ​ ​ 2026年3月27日 

​  

 

Ⅱ. 資本金及び資本準備金の額の減少 

　１. 本件の目的 

​ 　今後の資本政策等の柔軟性・機動性の向上を目的として、会社法第447条第１項及び同法第

448条第１項の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額を減少し、これらをその他資本剰余

金に振り替える手続きを実施するものです。 

　　なお、本件による発行済株式総数及び純資産額に変更はなく、１株当たり純資産額に変更が

生じるものではありません。 

 

　２. 資本金及び資本準備金の額の減少の内容 

（１）減少すべき資本金の額 

　2025年12月31日現在の資本金の額15,520,988円のうち5,520,988円を減少し、10,000,000

円といたします。なお、当社が発行している新株予約権が資本金の減少の効力が生ずる日ま

での期間に行使された場合には、当該新株予約権の行使に伴う新株発行により増加する資本

金と同額分を合わせて減少することにより、最終的な資本金の額を10,000,000円といたしま

す。 

 

（２）減少すべき資本準備金の額 

　2025年12月31日現在の資本準備金の額15,520,987円のうち5,520,987円を減少し、

10,000,000円といたします。なお、当社が発行している新株予約権が資本準備金の減少の効

力が生ずる日までの期間に行使された場合には、当該新株予約権の行使に伴う新株発行によ

り増加する資本準備金と同額分を合わせて減少することにより、最終的な資本準備金の額を



 

10,000,000円といたします。 

 

（３）資本金及び資本準備金の減少の方法 

　会社法第447条第１項及び第448条第１項の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額を

減少し、その全額をその他資本剰余金に振り替えます。 

 

　３.資本金の額の減少の日程 

（１）取締役会決議日​ ​ ​ 2026年2月26日 

（２）株主総会決議日​ ​ ​ 2026年3月27日 

（３）債権者異議申述最終期日​ ​ 2026年9月18日（予定） 

（４）効力発生日​ ​ ​ 2026年9月30日（予定） 

 

　４.今後の見通し 

​ 　本件は純資産の部における科目間の振替処理であり、当社の純資産額及び発行済株式数の変

動はなく、当社の業績に与える影響はございません。 

　なお、上記の内容につきましては、2026年3月27日に開催を予定している株主総会におい

て、資本金及び資本準備金の額の減少に関する議案が承認可決されることを条件としておりま

す。 

 

 

以　上 


